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学校諸費取引銀行変更に係る口座振替手続きについて 

 

立春の候、保護者の皆様にはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は学校諸

費の納入にご協力いただきありがとうございます。 

さて、令和 4年４月からの学校諸費取引銀行の変更に伴い、枚方信用金庫での口座開設、口

座振替のお手続きを令和 4年 1月末までに行っていただきますようお願いしておりましたが、

未だ手続きがお済でない場合は、2月末までに手続きを行っていただきますよう再度お願い申

し上げます。 

保護者様にはお手数をお掛けすることとなりますが、何卒ご理解、ご協力を賜りますよう

お願い申し上げます。 

なお、記入方法等口座振替手続きに関してご不明な点がございましたら、枚方信用金庫 

長尾支店（Tel：072-850-0112）にお問い合わせください。 

このお知らせは全児童に配布させていただいております。お手続き完了の場合はご容赦く

ださい。 

 

現在枚方信用金庫の口座をお持ちの方 

お持ちの口座を使用できますので新規口座開設は不要です。学校諸費の引落としの手続

きご案内の「当金庫で普通預金口座をお持ちの方」をご確認の上、お手続きをお願いしま

す。 

 

現在枚方信用金庫の口座をお持ちでない方 

学校諸費の引落とし手続きのご案内裏面の「当金庫で普通預金口座をお持ちでない方」

をご確認の上、お手続きをお願い致します。 

なお、郵送でお手続きをされる場合は、原則、通帳は発行されませんのでお気を付け下

さい。 

※児童一人につきそれぞれ一枚ずつ「口座振替依頼書」の提出が必要です。 

口座開設書類は全員に配布しておりますが、一口座作成いただければ兄弟姉妹で同じ口

座を使用していただけます。 

 

  


